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介護保険制度の概要等について
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１．介護保険制度の成り立ち



年 代 高齢化率 主 な 政 策

１９６０年代
老人福祉政策の始まり

５．７％
(1960)

1962(昭和37)年 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の創設

1963(昭和38)年 老人福祉法制定
◇特別養護老人ホーム創設、 訪問介護法制化

１９７０年代
老人医療費の増大

７．１％
(1970)

1973(昭和48)年 老人医療費無料化

1978(昭和53)年 短期入所生活介護（ショートステイ）事業の創設

1979(昭和54)年 日帰り介護（デイサービス）事業の創設

１９８０年代
社会的入院や
寝たきり老人の
社会的問題化

９．１％
(1980)

1982(昭和57)年 老人保健法の制定
◇老人医療費の一定額負担の導入等

1987(昭和62)年 老人保健法改正（老人保健施設の創設）

1989(平成元)年 消費税の創設（3％）
ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）の策定
◇施設緊急整備と在宅福祉の推進

１９９０年代
ゴールドプランの推進

介護保険制度の導入準備

１２．０％
(1990)

1990(平成2)年 福祉８法改正
◇福祉サービスの市町村への一元化、老人保健福祉計画

1992(平成4)年 老人保健法改正（老人訪問看護制度創設）

1994(平成6)年 厚生省に高齢者介護対策本部を設置（介護保険制度の検討）

新ゴールドプラン策定（整備目標を上方修正）

1996(平成8)年 介護保険制度創設に関する連立与党３党（自社さ）政策合意

1997(平成9)年 消費税の引上げ（3％→5%）
介護保険法成立

２０００年代
介護保険制度の実施

１７．３％
(2000)

2000（平成12）年 介護保険法施行

介護保険制度創設前の老人福祉・老人医療政策の経緯
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介護保険制度創設前の問題点

老人福祉
対象となるサービス
・特別養護老人ホーム等
・ホームヘルプサービス、デイサービス等

老人医療

対象となるサービス
・老人保健施設、療養型病床群、一般病院等
・訪問看護、デイケア等

（問題点）

○市町村がサービスの種類、提供機関を決める
ため、利用者がサービスの選択をすることが
できない

○所得調査が必要なため、利用に当たって心理
的抵抗感が伴う

○市町村が直接あるいは委託により提供する
サービスが基本であるため、競争原理が働か
ず、サービス内容が画一的となりがち

○本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負
担（応能負担）となるため、中高所得層にとっ
て重い負担

（問題点）

○中高所得者層にとって利用者負担が福祉サー
ビスより低く、また、福祉サービスの基盤整備が
不十分であったため、介護を理由とする一般
病院への長期入院（いわゆる社会的入院）の
問題が発生

→特別養護老人ホームや老人保健施設に比べて
コストが高く、医療費が増加

→治療を目的とする病院では、スタッフや生活

環境の面で、介護を要する者が長期に療養す
る場としての体制が不十分

（居室面積が狭い、食堂や風呂がない等）

従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界
3



介護保険制度導入の基本的な考え方
【背景】

○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、
介護ニーズはますます増大。

○ 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を
支えてきた家族をめぐる状況も変化。

○ 従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界。

【基本的な考え方】

○ 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを
超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。

○ 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、
福祉サービスを総合的に受けられる制度

○ 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み（介護保険）を創設
1997年 介護保険法成立、2000年 介護保険法施行
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（参考）社会保険とは何か。
平成24年版厚生労働白書－社会保障を考える－
第1部 社会保障を考える 第３章 日本の社会保障の仕組み（抜粋）

（社会保険は、人生の様々なリスクに備えて、人々があらかじめお金（保険料）を出し合い、
実際にリスクに遭遇した人に、必要なお金やサービスを支給する仕組みである）

社会保険とは、誰しも人生の途上で遭遇する様々な危険（傷病・労働災害・退職や失業
による無収入～これらを「保険事故」、「リスク」という。）に備えて、人々が集まって集団（保
険集団）をつくり、あらかじめお金（保険料）を出し合い、それらの保険事故にあった人に
必要なお金やサービスを支給する仕組みである。

この場合、どのような保険事故に対し、どのような単位で保険集団を構成し、どのような
給付を行うかは様々であるが、公的な社会保険制度では、法律等によって国民に加入が
義務付けられるとともに、給付と負担の内容が決められる。

現在、日本の社会保険には、病気・けがに備える「医療保険」、年をとったときや障害を
負ったときなどに年金を支給する「年金保険」、仕事上の病気、けがや失業に備える「労働
保険」（労災保険・雇用保険）、加齢に伴い介護が必要になったときの「介護保険」がある。
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２．介護保険制度の仕組み



介護保険制度のイメージ
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介護サービス事業者

在宅
サービ
ス

訪問介護（ホームヘルプ）
高齢者の自宅へ訪問して、入浴や
食事の介助、洗濯、掃除等を実施

通所介護
（デイサービス）
高齢者がデイサービスセンターなど
に通って、食事、入浴、生活機能の
訓練等を受けるもの

※主なサービス例

施設・
居住系
サービス

特別養護老人ホーム
介護が必要な方が、入所し、食事、
入浴等の日常生活上の支援を受
ける。所得の低い方には食費や居
住費の補助あり。

有料老人ホーム
高齢者が入居する住宅。
介護や食事などの一定の
支援が提供される。

介護サービス利用者

65歳以上の方
（3,579万人）

要介護・要支援
認定を受けた方

※40～64歳の方も、一定の場合にサービスを受けることが可能

②サービス提供

③費用負担

かかった費用の
１割のみ

（所得の高い人は
２割or３割）

①サービスを選ぶ
各
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
は
「
介
護
報
酬
」

と
し
て
国
が
あ
ら
か
じ
め
設
定

http://3.bp.blogspot.com/-hi6kVXqG800/Ur1HiwKpQxI/AAAAAAAAciM/TaZc7QHlbk4/s800/kaigo_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-J46bq82KrxM/UZSsdFSLOYI/AAAAAAAAS0c/EDjj7aVQOeU/s800/ojiisan_obaasan.png


費用の９割分（８割・７
割分）の支払い(※)

第１号被保険者
・65歳以上の者

第２号被保険者
・40歳から64歳までの者

保険料

原則年金からの天引き

全国プール

国民健康保険 ・
健康保険組合など

１割（２割・３割）負担(※)

サービス利用

加 入 者 （被保険者）

市 町 村 （保険者）

２３％ ２７％

税 金

保険料

市町村 都道府県 国
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※）

財政安定化基金

（令和３－５年度）

（３，５７９万人） （４，１９０万人）

個別市町村

居住費・食費

要介護認定

請求

※施設等給付の場合は、

国２０％、都道府県１７．５％

５０％

５０％

人口比に基づき設定

（注）第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和３年３月月報」によるものであり、令和２年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、令和２年度内の月平均値で
ある。

（※）一定以上所得者については、費用の２割負担（平成２７年８月施行）又は３割負担（平成３０年８月施行）。

介護保険制度の仕組み

サービス事業者
○在宅サービス
・訪問介護
・通所介護 等

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・認知症対応型共同生活介護 等

○施設サービス
・老人福祉施設
・老人保健施設 等
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介護保険制度の被保険者（加入者）

第１号被保険者 第２号被保険者

対 象 者 65歳以上の者 40歳から64歳までの医療保険加入者

人数
3,579万人

（65～74歳：1,746万人 75歳以上：1,833万人） 4,190万人

受給要件

・要介護状態
（寝たきり、認知症等で介護が
必要な状態）

・要支援状態
（日常生活に支援が必要な状態）

要介護、要支援状態が、末期がん・
関節リウマチ等の加齢に起因する
疾病（特定疾病）による場合に限定

要介護（要支援）
認定者数と被保険
者に占める割合

669万人（18.7％）
65～74歳： 76万人（4.3％）
75歳以上： 593万人（32.4％）

13万人（0.3％）

保険料負担
市町村が徴収

（原則、年金から天引き）
医療保険者が医療保険の保険料と
一括徴収

○介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者（第１号被保険者）、②40～64歳の医療保険
加入者（第２号被保険者）となっている。

○介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40

～64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態に
なった場合に、受けることができる。

（注）第１号被保険者及び要介護（要支援）認定者の数は、「介護保険事業状況報告３月月報」によるものであり、令和２年度末現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、
令和２年度内の月平均値である。 9



利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護認定が必要
な場合

※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合 等

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用
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要介護認定の仕組み
○ 要介護認定（要支援認定を含む。）は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組
みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行う。

①一次判定・・・ 市町村の認定調査員による心身の状況調査（認定調査）及び主治医意見書に基づくコン
ピュータ判定を行う。

②二次判定・・・ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主
治医意見書等に基づき審査判定を行う。

申 請

主治医意見書 基本調査
（７４項目）

特記事項

認定調査員等による心身の状況に関する調査

（コンピュータによる推計）
一 次 判 定

要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価

二 次 判 定
介護認定審査会による審査

要 介 護 認 定

要介護認定制度について
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・第1号被保険者に占める75歳以上の
高齢者の割合、所得段階別の割合等
に応じて調整交付

第1号保険料
【65歳以上】

23％（2.8兆円）

国庫負担金【調整交付金】
5％（0.6兆円）

国庫負担金【定率分】
20％（2.3兆円）

都道府県負担金
12.5％（1.7兆円）

・第2号保険料の公費負担（0.4兆円）
国保（国：0.3兆円 都道府県：0.1兆円）

・第1号・第2号保険料の割合は、
介護保険事業計画期間（3年）
ごとに、人口で按分

・施設の給付費の負担割合
国庫負担金（定率分）15％
都道府県負担金 17.5％

市町村負担金
12.5％（1.5兆円）

第2号保険料
【40～64歳】

27％（3.3兆円）

公 費 50％保険料 50％
平成２７年度から保険料の低
所得者軽減強化に別枠公費
負担の充当を行い、この部分
が公費（国・都道府県・市町
村）となる

※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。

（令和６年度予算 介護給付費：13.2兆円）
総費用ベース：14.2兆円

介護保険の財源構成と規模
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国

20％

都道府県負担金

12.5％

市町村負担金

12.5％

第２号保険料

27％

（※）調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額
＝ 当該市町村の標準給付費額 × 普通調整交付金の交付割合（％）

普通調整交付金の交付割合（％）
＝ ２８％ － （２３％ × 後期高齢者加入割合補正係数

× 所得段階別加入割合補正係数）

調整交付金
平均5% １．後期高齢者加入割合の違い

・前期高齢者（６５歳～７４歳）：認定率約４．２％

・後期高齢者（７５歳～８４歳）：認定率約１８．７％

・後期高齢者（８５歳～） ：認定率 約５９．４％

後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

２．被保険者の所得水準の違い

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

【調整交付金の役割】
・ 保険者の給付水準が同じであり、
・ 収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者

A町

第
１
号
保
険
料

実際は
6,200円

調整交付金が5%で
あれば、11,200円

調整交付金
を多く
（14.5%）
支給

調整交付金の財政調整の例

第
１
号
保
険
料

後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者

調整交付金5%で
あれば、4,050円

実際は、4,950円

B市

調整交付
金なし

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、
国庫負担金２５％のうち５％分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。

第1号保険料
平均23%

調整交付金について

※令和元度事業状況報告年報

※第8期からは、一人当たり給付費の違いも勘案するよう見直し
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保険料徴収の仕組み

第１号被保険者
（65歳以上）

3,579万人
（令和２年度末）

第２号被保険者
（40～64歳）

4,190万人
（令和２年度）

普通徴収

特別徴収

約9.8％の者が対象

各年金保険者
年金機構
国 共 済
地 共 済
私学共済

市町村の
個別徴収

年金から
天引き

保険料

保険料 医療保険者
・健保組合
・国保 など

社会保険診療報酬
支払基金

高齢者の
保険料
（23％）

若年者の
保険料
（27％）

交付

公費
（50％）

国
（25％※）

都道府県
（12.5％※）

市町村
（12.5％）

一括納付（全国でプ－ル）

※ 国の負担分のうち５％は調整交付金であり、75歳以上の方の数や
高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。

※ 施設等給付費（都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特
定施設に係る給付費）は国15％、都道府県17.5％

若年者の保険料
については、医
療保険と同様に
事業主負担・国
庫負担がある。

約90.2％の者が対象

○ 介護保険の給付費の50％を65歳以上の高齢者（第１号被保険者）と40～64歳（第２号
被保険者）の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。

（注）第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和３年３月月報」によるもの、第１号被保険者
の普通徴収、特別徴収の割合は「令和２年度介護保険事務調査」によるものであり、令和２年４
月１日現在の数である。
第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保
険者からの報告によるものであり、令和２年度内の月平均値である。

14



都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
市町村が指定・監督を行う

サービス

介
護
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

予
防
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市町村が指定・監督を行うサービス

◎地域密着型介護予防サービス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

◎地域密着型介護サービス

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○夜間対応型訪問介護

○地域密着型通所介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

○地域密着型特定施設入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

◎介護予防支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院

◎居宅介護支援

【訪問サービス】 【通所サービス】

【短期入所サービス】

○介護予防特定施設入居者生活介護
○介護予防福祉用具貸与
○特定介護予防福祉用具販売

◎介護予防サービス

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

○介護予防短期入所療養介護

【通所サービス】

【短期入所サービス】

○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

◎居宅介護サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○訪問入浴介護

○訪問看護

○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○通所リハビリテーション

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

介護サービスの種類

【訪問サービス】

この他、居宅介護（介護予防）住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。 15



【財源構成】

国：25%

都道府県：12.5%

市町村：12.5%

1号保険料：23%

2号保険料：27%

【財源構成】

国：38.5%

都 道 府 県 ：
19.25%

市町村：19.25%

1号保険料：23%

介護予防・日常生活支援総合事業（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス（配食等）

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

予防給付（要支援1～２）

任意事業
○ 介護給付費適正化事業

○ 家族介護支援事業

○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険給付・地域支援事業の全体像

16
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３．介護保険制度をとりまく現状



令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

日本の人口の推移

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）
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-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

65歳以上 75歳以上 85歳以上

出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年4月推計）中位推計」

今後の人口の変化（対前年比の推移）

第８期計画 第９期計画 第10期計画 第11期計画 第12期計画 第13期計画 第15期計画
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,653万人となり、2043年にはピークを迎える予測（3,953万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2060年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2030年 2060年

65歳以上高齢者人口(割合) 3,385万人(26.6%) 3,603万人(28.6%) 3,653万人(29.6%) 3,696万人(30.8%) 3,644万人(37.9%)

75歳以上高齢者人口(割合) 1,631万人(12.8%) 1,860万人(14.7%) 2,155万人(17.5%) 2,261万人(18.8%) 2,437万人(25.3%)

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、人口構成が比較的若い県で今後増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の
高齢化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

沖縄県(1) 栃木県(2) 滋賀県(3) 茨城県(4) 埼玉県(5) ～ 東京都(41) ～ 岩手県(45) 島根県(46) 秋田県(47) 全国

2020年
＜＞は割合

15.8万人
＜10.8%＞

27.1万人
＜14.0%＞

18.6万人
＜13.1%＞

42.0万人
＜14.6%＞

99.4万人
＜13.5%＞

169.4万人
＜12.1%＞

21.5万人
＜17.8%＞

12.3万人
＜18.4%＞

19.1万人
＜19.9%＞

1860.2万人
＜14.7%＞

2030年
＜＞は割合
(     )は倍率

21.7万人
＜14.9％＞
（1.37倍）

35.7万人
＜19.8%＞
（1.32倍）

24.2万人
＜17.6%＞
（1.30倍）

54.2万人
＜20.2%＞
（1.29倍）

128.2万人
＜17.8%＞
（1.29倍）

194.4万人
＜13.5%＞
（1.15倍）

24.5万人
＜23.0%＞
（1.14倍）

13.9万人
＜22.8%＞
（1.13倍）

21.5万人
＜26.2%＞
（1.13倍）

2261.3万人
＜18.8%＞
（1.22倍）

（％）

③世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

平成27(2015)年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (令和５(2023)年推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５(2023)年推計)」より作成

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する
研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事
業 九州大学 二宮教授）の報告を元に推計

6,253 7,025 7,512 7,959 8,418 8,963 

6,277 
6,740 6,763 6,693 6,666 6,870 

23.5%
25.4% 26.4% 27.4%

28.8%
31.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
世帯主65歳以上の夫婦のみの世帯

世帯主65歳以上の単独世帯

世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成

今後の介護保険をとりまく状況（１）
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○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2015年から2025年までの10年間も、急
速に増加。

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

678 
871 

1,036 
1,137 

1,252 
1,447 1,449 

1,257 
1,221 

1,319 

1,472 
1,443 

1,266 
224 

294 

382 
494 

616 

707 812 
981 

1,006 
958 

961 1,036 
1,170 

901 

1,165 

1,418 

1,631 

1,868 

2,155 
2,261 

2,238 2,227 
2,277 

2,433 
2,479 

2,437 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

75～84歳

85歳～

（万人）

○85歳以上の人口は、2015年から2025年までの10年間、
75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2035年頃まで一貫
して増加。

今後の介護保険をとりまく状況（２）

75歳以上の人口の推移 85歳以上の人口の推移

224 
294 

382 

494 

616 

707 

812 

981 
1,006 

958 961 

1,036 

1,170 

0

200

400

600

800

1,000

1,200
（万人）
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2.8% 5.7%

11.9%

25.4%

47.4%

73.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

歳

７５歳以上全体の認定率：３１．５％

８５歳以上全体の認定率：５７．７％

年齢階級別の要介護認定率 年齢階級別の人口１人当たりの介護給付費

（万円/年）

出典：2022年度「介護給付費等実態統計」及び2022年10月１日人口（総務省統計局人口
推計）から作成

注）高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は含まない。
補足給付に係る費用は、サービスごとに年齢階級別受給者数に応じて按分。

○要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳
以上で上昇。

○ 一人当たり介護給付費は85歳以上の年齢階級で急増。

今後の介護保険をとりまく状況（３）

６５歳以上全体の認定率：１８．９％

各年齢階層別の認定率

22
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○人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

（出典）平成３０年４月１２日経済財政諮問会議加藤臨時委員提出資料（厚生労働省）

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基

本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年

労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所「日

本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機械的

に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状況

（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護サー

ビスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

6,350万人程度

6,580万人

《就業者数の推移》

6,000

930万人程度
<15%程度>
【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>
【暫定】

今後の介護保険をとりまく状況（４）
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75歳以上人口の将来推計（2020年の人口を100としたときの指数）

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」より作成

沖縄県
（2045年の指数が全国で最も高い）

埼玉県
（2025年の指数が全国で最も高い）

東京都（2045年に向けて上昇）

全国計

秋田県
（2025年、2045年の指数が

全国で最も低い）

2020年から2045年までの各地域の高齢化

○ 75歳以上人口は、多くの都道府県で2030 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩や
かとなる。2040年以降に主に都市圏で再度、上昇する傾向がある。
※2030年、2035年、2040年、2045年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが24道府県、2035年にピークを迎えるのが12県

2040年にピークを迎える県はなく、2045年が11県（例：宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪等）と推計されている。

○ 2020年から25年間の伸びの全国計は1.22倍であるが、沖縄県、埼玉県、東京都では1.3倍を超
える一方、秋田県では、1.0倍を下回るなど、地域間で大きな差がある。
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75歳以上人口の2020年から2030年までの伸びでは、全国計で1.22倍であるが、市区町村間の差は
大きく、1.4倍を超える市区町村が５％ある一方、減少する市区町村が１１％ある。

75歳以上人口について、2020（令和２)年を100としたときの2030（令和12）年の指数

◆全国計（122）

注）いわき市、南相馬市、相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村、新地町の13市町村をまとめて「福島県浜通り」として集計

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５(2023)年推計）」より作成

７５歳以上人口の伸びの市区町村間の差

140～150%
74市区町村
（４%）

150%～
26市区町村
（１%）
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60～100%

198市区町村

（11%)

100～110%

333市区町村

（18%)

110～120%

555市区町村

（29%)

120～130%

463市区町村

（25%)

130～140%

235市区町村

（12%)

減少する

市区町村



２０００年４月末 ２０２３年３月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ⇒ ３，５８５万人 １．７倍

２０００年４月末 ２０２３年３月末

認定者数 ２１８万人 ⇒ ６９４万人 ３．２倍

①６５歳以上被保険者の増加

②要介護（要支援）認定者の増加

③サービス利用者の増加

２０００年４月 ２０２３年３月

在宅サービス利用者数 ９７万人 ⇒ ３７３万人 ３．８倍

施設サービス利用者数 ５２万人 ⇒ ９６万人 １．８倍

地域密着型サービス利用者数 － ９１万人

計 １４９万人 ⇒ ５２３万人※ ３．５倍

（出典：介護保険事業状況月報）

○介護保険制度は、制度創設以来２３年を経過し、６５歳以上被保険者数が約１．７倍に増加する
なかで、サービス利用者数は約３．５倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとし
て 定着・発展している。

※ 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型サービス、複合型サービスを足し合わせたもの、並びに、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、
特定施設入居者生活介護（地域密着型含む）、及び認知症対応型共同生活介護の合計。在宅サービス利用者数、施設サービス利用者数及び地域密着型
サービス利用者数を合計した、延べ利用者数は５６０万人。

これまでの2２年間の対象者、利用者の増加

26
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要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

６０６（単位：万人）

注）H22年度末の数値には、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、新地町は含まれていない。

H12年度末→R2年度末の
比較

２５６

２９８

３４５

３８４
４０９

４３２
４５３

４６７

５０６
４８５

５３１

５６１
５８４

４４０

６２０

要介護度別認定者数の推移
要介護（要支援）の認定者数は、令和２年度末現在６８２万人で、この２１年間で約２．７倍に。このうち軽度
の認定者数の増が大きい。

計
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倍
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援

２

１

６３２
６４１ ６５８

【出典】介護保険事業状況報告
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（単位：万人）

【出典】介護保険事業状況報告

介護保険サービス利用者の推移
（種類別平均受給者（件）数（年度平均）

554

※１ （ ）は各年度の構成比。
※２ 各年度とも３月から２月サービス分の平均（ただし、平成12年度については、４月から２月サービス分の平均）。
※３ 平成18年度の地域密着型サービスについては、４月から２月サービス分の平均。
※４ 受給者数は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス間の重複利用がある。
※５ 東日本大震災の影響により、平成22年度の数値には、福島県内５町１村の数値は含まれていない。
※６ R3年度は2022年３月サービス分。

575

28

592



サービス種類別介護費用額の推移
単位：億円

注１） 介護予防サービスを含まない。注２） 右のサービス名に記載された数値は令和４年度分のもの。 

注３） 平成２８年度の通所介護に変動が見られる。地域密着型通所介護が創設されて平成２８年４月から施行されたが、通所介護とは別掲としていることが要因としてあげられる。29 

介護福祉施設サービス, 20,265 

通所介護, 12,768 

介護保健施設サービス, 13,399 

訪問介護, 11,014 

認知症対応型共同生活介護

（短期利用以外）, 7,433 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ, 3,798 

居宅介護支援, 5,273 

短期入所生活介護, 4,176 

福祉用具貸与, 3,679 

小規模多機能型居宅介護

（短期利用以外）, 2,804 

訪問看護, 3,558 

定期巡回・随時訪問型

訪問介護看護, 812 

看護小規模多機能型居宅

介護（短期利用以外）, 

675 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

〔出典〕介護給付費等実態調査（統計）（平成18年度から令和４年度）より作成



介護保険サービス受給者数・件数

受
給
者
数
・
件
数
（
万
人
・
万
件
）

（資料）介護保険事業状況報告（３月サービス分から翌年２月サービス分までを集計）
（注１）平成22年度は、東日本大震災の影響により福島県の５町１村（広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、新地町）を除いて集計した値。
（注２）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は受給者数、それ以外は件数である。
（注３）平成12年度の数値や、平成18年４月開始の小規模多機能型居宅介護及び地域密着型介護老人福祉施設の平成18年度の数値は11ヶ月分を月平均した。（他は12ヶ月分）
（注４）認知症対応型共同生活介護は平成１４年度以前は痴呆対応型共同生活介護。平成13年度以前データはデータを集計していない。
（注５）同一月に複数サービスを受けた場合等重複がある点に留意が必要。
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サービスごとの１人当たり給付費

（単位：千円／人）

利
用
者
内
訳

給
付
費
内
訳

サービス利用者のうち、居宅・地域密着型サービスは約83％、施設サービスは約17％であるが、
給付費においては、居宅・地域密着型サービスは約68％、施設サービスは約32％となっている。

利用者・給付費内訳

出典：「介護保険事業状況報告」（令和４年３月サービス分）

介護保険給付の給付費のサービス種類別の内訳

407万人

(68.4%)

88.7万人

(15.1%)

96.1万人

(16.5%)

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

4,197 億円

(50.5%)

1,434 億円

(17.1%)

2,710 億円

(32.4%) 居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

（注）給付費は、利用者負担額並びに高額介護サービス費、高額医療合算サービス費及び補足給付を除く。 31
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介護療養型医療施設

介護老人保健施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活…

介護老人福祉施設

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス（看護小規模多機能型居…

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

短期入所療養介護（病院等）

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護（介護医療院）

短期入所療養介護（老健）

通所介護

地域密着型通所介護

訪問介護

訪問入浴介護

通所リハビリテーション

訪問看護

夜間対応型訪問介護

訪問リハビリテーション

介護予防支援・居宅介護支援

居宅療養管理指導

福祉用具貸与



訪問介護 9.8%

訪問入浴 0.5%

訪問看護 3.1%

訪問リハ 0.5%

通所介護 11.9%

通所リハ 3.6%

福祉用具貸与 3.3%

短期入所 3.9%

短期入所療養（老健）

0.4%

短期入所療養（病院等） 0.0%

短期入所療養（医療院） 0.0%

居宅療養管理指導 1.4%

特定施設 5.6%
居宅介護支援 4.8%定期巡回 0.7%夜間対応型訪問 0.0%

地密通所 3.8%

認知症通所 0.7%

小多機 2.6%
看多機 0.5%

認知症ＧＨ 6.8%

地密特定施設 0.2%

地密特養 2.2%

特養 18.7%

老健 12.5%

介護療養型医療施設

0.5%

介護医療院 1.7%

介護保険給付に係る総費用のサービス種類別内訳（令和３年度） 割合

サービス種類別費用額割合

居宅
44.1%

施設
33.4%

地密・施設系
2.2%

地密・居住系
7.0%

地密・居宅系
8.4%

地密
17.7%

32

【出典】厚生労働省「令和３年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和３年度（令和３年５月～令和４年４月審査分（令和３年４月～令和４年３月サービス提供分））
（注３）令和３年度（令和３年５月～令和４年４月審査分（令和３年４月～令和４年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,700億円。



介護保険給付に係る総費用等における提供サービスの内訳（令和３年度） 金額

※請求事業所数は延べ数である。

33

費用額（百万円） 請求事業所数

居宅

訪問介護 1,056,219 34,372

訪問入浴介護 57,398 1,658

訪問看護 334,982 13,843

訪問リハビリテーション 51,968 5,214

通所介護 1,279,943 24,445

通所リハビリテーション 389,552 8,060

福祉用具貸与 350,628 7,180

短期入所生活介護 421,633 10,643

短期入所療養介護 47,909 3,385

居宅療養管理指導 146,203 45,607

特定施設入居者生活介護 604,219 5,910

計 4,740,654 160,317

居宅介護支援 514,629 37,831

地
域
密
着
型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 72,234 1,151

夜間対応型訪問介護 3,681 180

地域密着型通所介護 410,524 18,947

認知症対応型通所介護 79,601 3,098

小規模多機能型居宅介護 277,991 5,824

看護小規模多機能型居宅介護 59,030 1,000

認知症対応型共同生活介護 734,030 14,328

地域密着型特定施設入居者生活介護 21,860 363

地域密着型介護老人福祉施設サービス 239,843 2,483

計 1,898,795 47,374

施
設

介護老人福祉施設 2,007,919 8,340

介護老人保健施設 1,348,998 4,230

介護療養型医療施設 54,237 340

介護医療院 184,721 671

計 3,595,326 13,581

合計 10,749,404 259,103

【出典】厚生労働省「令和３年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和３年度（令和３年５月～令和４年４月審査分（令和３年４月～令和４年３月サービス提供分））、請求事業所数は、令和４年４月審査分である。
（注３）令和３年度（令和３年５月～令和４年４月審査分（令和３年４月～令和４年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,700億円。
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地域支援事業

保険給付

11.0兆円

○ 総費用

○ 65歳以上が支払う保険料 〔 全国平均 ( 月額・加重平均 ) 〕

介護保険の総費用（※）は、年々増加

介護費用と保険料の推移
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※１ 介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない（地方交付税により措置されている）。
※２ 地域支援事業の利用者負担は含まない。

11.4兆円

2,911円
3,293円
(＋13.1％)

4,090円
(＋24.2％)

4,160円
(＋1.7％)

4,972円
(＋19.5％)

5,514円
(＋10.9％)

第1期
（H12～14年度）
（2000~2002）

第6期
（H27～29年度）
（2015~2017）

第5期
（H24～26年度）
（2012~2014）

第4期
（H21～23年度）
（2009~2011）

第3期
（H18～20年度）
（2006~2008）

第2期
（H15～17年度）
（2003~2005）

5,869円
(＋6.4％)

第7期
（H30～R2年度）
（2018~2020）

6,014円
(＋2.5％)

第8期
（R3～R5年度）
（2021~2023）
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2021年度被保険者１人当たり介護給付費（年齢調整後） 2022年度認定率（年齢調整後）

全国平均
（加重平均）
24.8万円

全国平均
（加重平均）
19.0％

第１号被保険者１人当たり介護給付費と認定率の地域差（年齢調整後）

（％）（万円）

【出典等】「地域包括ケア「見える化」システム」（厚生労働省）を基に算出

■ 施設
■ 居住系
■ 在宅

■ 軽度（要介護２以下）
■ 重度（要介護３以上）
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■ 重度（要介護３以上）
■ 軽度（要介護２以下）

■ 施設
■ 居住系
■ 在宅

36【出典】「地域包括ケア「見える化」システム」（厚生労働省）を基に算出した。



４．介護保険制度の見直し・介護報酬改定
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平成１２年４月 介護保険法施行第１期
（平成１２年度～）

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）

○地域医療介護総合確保基金の創設

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ（平成27年８月） 等

○特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化

平成２３年改正（平成２４年４月等施行）

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総合
事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）

○医療的ケアの制度化。介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

平成２０年改正（平成２１年５月施行）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務化等

平成１７年改正（平成１８年４月等施行）

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。地域包括支援センターを創設、介護予防ケアマネジメントは地域包括
支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）

○小規模多機能型居宅介護等の地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保
険料の設定 など

平成２９年改正（平成３０年４月等施行）

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など

第２期
（平成１５年度～）

第３期
（平成１８年度～）

第４期
（平成２１年度～）

第５期
（平成２４年度～）

第６期
（平成２７年度～）

第７期
（平成３０年度～）

第８期
（令和３年度～）

令和２年改正（令和３年４月施行）

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進

介護保険制度の主な改正の経緯

第９期
（令和６年度～）

令和５年改正（令和６年４月等施行）

○医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、介護保
険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付け

○介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備 など 38



介護保険制度の見直しに関する意見（概要）①
（令和４年 1 2月 2 0日 社会保障審議会介護保険部会）

１．生活を支える介護サービス等の基盤の整備

○地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備
・長期的な介護ニーズの見通しや必要な介護職員数を踏まえ計画を
策定。その際、既存施設・事業所の今後のあり方も含め検討

○在宅サービスの基盤整備
・複数の在宅サービス（訪問や通所など）を組み合わせて提供する

複合型サービスの類型の新設を検討
・看護小規模多機能型居宅介護のサービスの明確化など、看護小規

模多機能型居宅介護等の更なる普及方策について検討

○ケアマネジメントの質の向上
・質の向上･人材確保の観点から第９期を通じて包括的な方策を検討
・適切なケアマネジメント手法の更なる普及・定着
・ケアプラン情報の利活用を通じた質の向上
・質の高い主任ケアマネジャーを養成する環境の整備、業務効率化
等の取組も含めた働く環境の改善

○医療・介護連携等
・医療計画と介護保険事業（支援）計画との整合性の確保
・地域リハビリテーション支援体制の構築の推進
・かかりつけ医機能の検討状況を踏まえ、必要な対応

○施設サービス等の基盤整備
・特養における特例入所の運用実態を把握の上、改めて、その趣旨
の明確化を図るなど、地域の実情を踏まえ適切に運用

○住まいと生活の一体的支援
・モデル事業の結果等を踏まえ、住宅分野や福祉分野等の施策との
連携や役割分担のあり方も含め引き続き検討

○介護情報利活用の推進
・自治体・利用者・介護事業者・医療機関等が、介護情報等を電子
的に閲覧できる情報基盤を整備するため、介護情報等の収集・提供
等に係る事業を地域支援事業に位置づける方向で、自治体等の関係
者の意見も十分に踏まえながら検討

○科学的介護の推進
・LIFEのフィードバックの改善や収集項目の精査を検討

○全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けて、質の高い医療・介護を効率的に提供するための基盤整備が必要。

○次期計画期間中に2025年を迎えるが、今後、85歳以上人口の割合が上昇し、サービス需要や給付費は増加する一方、生産年齢人口は急減。
地域ニーズに対応したサービス等基盤の整備や、人材確保、保険制度の持続可能性の確保に向けた早急な対応が必要。

○社会環境の変化の中でも、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望する所で安心して生活できる社会を実現する必要。

２．様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現

○総合事業の多様なサービスの在り方
・実施状況・効果等について検証を実施
・第９期を通じて充実化のための包括的な方策を検討。その際、地域
の受け皿整備のため、生活支援体制整備事業を一層促進。また、多
様なサービスをケアプラン作成時に適切に選択できる仕組みの検討

○通いの場、一般介護予防事業
・多様な機能を有する場として発展させるため、各地域の状況や課題
毎に活用・参照しやすいよう情報提供。専門職の関与を推進

○認知症施策の推進
・認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえた施策の推進

○地域包括支援センターの体制整備等
・家族介護者支援等の充実に向け、センターの総合相談支援機能の活
用、センター以外の各種取組との連携

・センターの業務負担軽減のため、
- 介護予防支援の指定対象を居宅介護支援事業所に拡大
- 総合相談支援業務におけるブランチ等の活用推進。市町村からの
業務の部分委託を可能とする等の見直し
- ３職種配置は原則としつつ、職員配置の柔軟化

３．保険者機能の強化

○保険者機能強化推進交付金等
・評価指標の見直し・縮減とアウトカムに関する指標の充実

○給付適正化・地域差分析
・給付適正化主要５事業の取組の重点化・内容の充実・見える化

○要介護認定
・より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むよう、簡素化事例の収
集・周知。今後、ICTやAIの活用に向けて検討

・コロナの感染状況を踏まえ、ICTを活用して認定審査会を実施でき
るとする取扱いについて、コロナの感染状況を問わず継続

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
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介護保険制度の見直しに関する意見（概要）②
（令和４年 1 2月 2 0日 社会保障審議会介護保険部会）

２．給付と負担

（１）高齢者の負担能力に応じた負担の見直し
○１号保険料負担の在り方
・国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得
者の標準乗率の引下げ等について検討を行い、具体的な段階数、乗率、
公費と保険料多段階化の役割分担等について、次期計画に向けた保険者
の準備期間等を確保するため、早急に結論を得る

○「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準
・利用者負担が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しに
ついて、後期高齢者医療制度との関係や介護サービスは長期間利
用されること等を踏まえつつ、高齢者が必要なサービスを受けら
れるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検
討を行い、次期計画に向けて結論を得る

○補足給付に関する給付の在り方
・給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、
引き続き検討

（※）次期計画に向けて結論を得るとされた事項については、遅くとも来年夏まで

に結論を得るべく引き続き議論

（２）制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し
○多床室の室料負担
・老健施設及び介護医療院について、在宅との負担の公平性、各施設の機
能や利用実態等を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護報酬の設
定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて結論を得る

○ケアマネジメントに関する給付の在り方
・利用者やケアマネジメントに与える影響、他サービスとの均衡等を踏ま
え包括的に検討し、第10期計画期間の開始までに結論を得る

○軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
・現在の総合事業に関する評価・分析等を踏まえ包括的に検討し、
第10期計画期間の開始までに結論を得る

（３）被保険者範囲・受給者範囲
・第２号被保険者の対象年齢を引き下げることについて、介護保険
を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討

Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保

１．介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進

（１）総合的な介護人材確保対策
・処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止、
介護職の魅力向上、外国人材の受入れ環境整備など総合的に実施

・介護福祉士のキャリアアップや処遇につながる仕組みの検討
・外国人介護人材の介護福祉士資格取得支援等の推進

（２）生産性の向上により、負担が軽減され働きやすい介護現場の実現
○地域における生産性向上の推進体制の整備
・生産性向上等につながる取組を行う介護事業者へ認証を付与する取
組により、優良事例を横展開

・都道府県主導のもと、様々な支援・施策を一括して取り扱い、適切
な支援につなぐワンストップ窓口の設置など総合的な事業者支援

・地方公共団体の役割を法令上明確化

○施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ICT等）の活用
・相談窓口を通じた体験展示、研修会、個別相談対応等の推進
・施設における介護ロボットのパッケージ導入モデル等の活用推進
・在宅におけるテクノロジー活用に当たっての課題等に係る調査研究

○介護現場のタスクシェア・タスクシフティング
・いわゆる介護助手について、業務の切り分け、制度上の位置付け等
の検討。人材の確保については、特定の年齢層に限らず柔軟に対応

○経営の大規模化・協働化等
・社会福祉連携推進法人の活用促進も含め、好事例の更なる横展開
・「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」も踏まえ、各
サービスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討

○文書負担の軽減
・標準様式や「電子申請・届出システム」の基本原則化について所要
の法令上の措置を遅滞なく実施

○財務状況等の見える化
・介護サービス事業所の経営情報を詳細に把握・分析できるよう、事
業者が都道府県知事に届け出る経営情報について、厚生労働大臣が
データベースを整備し公表

・介護サービス情報公表制度について、事業者の財務状況を公表。併
せて、一人当たりの賃金等についても公表の対象への追加を検討 40



全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第31号）の概要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代
一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組み
を導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、
介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。

③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施行期日

改正の概要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改正の趣旨
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
における介護保険関係の主な改正事項

Ⅰ．介護情報基盤の整備

○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体的に実施
➢ 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を介護保険者である市町
村の地域支援事業として位置付け

➢ 市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることとする

※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化

○ 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の事務負担にも配慮しつつ、
財務状況を分析できる体制を整備
➢ 各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付け

※職種別の給与（給料・賞与）は任意事項。

➢ 国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進
➢ 都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める旨の規定を新設 など

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める
➢ 看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）
が含まれる旨を明確化 など

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等

○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備
➢ 要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村からの指定を受けて実施可能とする など42



改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化 ▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立 ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定 ○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 ３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定 ○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ ０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付 0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進 ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経
営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

令和４年10月改定 ○ 介護人材の処遇改善（９千円相当） １．１３％

令和６年度改定
○地域包括ケアシステムの深化・推進 ○自立支援・重度化防止に向けた対応
○良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
○制度の安定性・持続可能性の確保

１．５９％
〔介護職員の処遇改善 0.98％
その他 0.61％〕

介護報酬改定の改定率について

TCQAS
テキスト ボックス
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○ 介護報酬とは、事業者が利用者（要介護者又は要支援者）に介護サービスを提供した場

合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

○ 介護報酬は各サービス毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、

各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなって

いる。

○ なお、介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会（介護給

付費分科会）の意見を聞いて定めることとされている。（介護保険法第41条第５項等）

被保険者（利用者）

保険者（市町村）サービス事業者

①要介護・要支援認定の申請

②認定

③サービスの提供
④利用者負担
（原則として介護報酬の１割分）

⑥介護給付費の支払い
（原則として介護報酬の９割分）

⑤介護給付費等の請求

【介護報酬支払いの流れ（概要）】

介護報酬について①
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○ 介護報酬は、法律上、事業所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の

額を勘案して設定することとされている。（介護保険法第4１条第４項等）

○ 利用者に直接介護サービスを提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を介護報

酬に反映する為に、「単位」制を採用し、サービスごと、地域ごとに１単位の単価を設定している。

【介護報酬の算定】

サービスごとに算
定した単位数

サービスごと、地域ごとに
設定された１単位の単価
（10円～11.40円）

事業者に支払われる
サービス費

（１割、２割又は３割は利用者の
自己負担）

指定居宅サービスの費用の額
の算定に関する基準（告示）等

厚生労働大臣が定める
一単位の単価（告示）

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

上乗せ割合 ２０％ １６％ １５％ １２％ １０％ ６％ ３％ ０％

人件費
割合

①７０％ １１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円 １０円

②５５％ １１．１０円 １０．８８円 １０．８３円 １０．６６円 １０．５５円 １０．３３円 １０．１７円 １０円

③４５％ １０．９０円 １０．７２円 １０．６８円 １０．５４円 １０．４５円 １０．２７円 １０．１４円 １０円

①訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護
②訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護／
短期入所生活介護
③通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／
介護療養型医療施設／介護医療院／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護／地域密着型通所介護

【サービスごと、地域ごとに設定された１単位の単価】

介護報酬について②
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介護報酬について③

老人福祉施設（特養）

要介護１
638単位

要介護５
913単位

20分未満
166単位

１時間以上
577単位
30分毎83単位

訪問介護（ホームヘルプ）

加算

サ
ー
ビ
ス
毎
の
イ
メ
ー
ジ

20分以上
182単位

45分以上
224単位

身体介護 生活援助

基本報酬

■介護職の賃金が低いことを踏まえ、処遇改善の取組を推進

■高齢化の進展に伴う、中重度者への対応や医療介護連携の推進

加算で評価し、
事業所の取組を促し

特養
・一定の医療提供体制を整えた上で、利用者の看取りを実施
・他職種が協働して低栄養状態の改善に向けた取組を実施

訪問介護
・重度の方を受入可能な体制を整備し、受入を実施

加算で評価している例

加算の対応と例

■介護給付費分科会で施行状況を確認し、
関係者の意見を踏まえ見直し（３年周期）

（見直しの視点例）
・目的に応じた効果的・効率的なサービス提供
につながっているか。

・サービスの質の向上につながっているか。
・報酬体系の簡素化ができないか。

【昨今の主な政策課題】

加算
基本報酬

（基本的なサービス提供に係る費用）

事業所のサービスの提供体制や
利用者の状況に応じて評価

介護報酬の構造

介護報酬の基本的な構造
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５．介護保険事業（支援）計画
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○都道府県知事は、介
護保険施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
等をしないことがで
きる。

○ 区域（老人福祉圏域）の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意）

○ 市町村が行う介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標 ○ その他の事項

○保険料の設定

○市町村長は、地域密
着型の施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
をしないことができ
る。

○ 区域（日常生活圏域）の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 ○ その他の事項

○ 介護保険法第116条第１項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総
合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

国の基本指針(法第116条、９期指針：令和６年１月厚生労働省告示第18号）

基盤整備

市町村介護保険事業計画(法第117条) 

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○ 保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業（支援）計画を策定している。

保険料の設定等

介護保険事業(支援)計画について

TCQAS
テキスト ボックス
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第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現

二 中長期的な目標 三 医療計画との整合性の確保 四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進

五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等 六 介護に取り組む家族等への支援の充実 七 認知症施策の推進

八 高齢者虐待防止対策の推進 九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 十 介護サービス情報の公表 十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

十二 効果的・効率的な介護給付の推進 十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携

十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進 十五 保険者機能強化推進交付金等の活用 十六 災害・感染症対策に係る体制整備

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備

４ 中長期的な推計及び第９期の目標 ５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表

６ 日常生活圏域の設定

７ 他の計画との関係 ８ その他

前文

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

１ 日常生活圏域

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の

軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備

４ 市町村への支援 ５ 中長期的な推計及び第９期の目標

６ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 ７ 老人福祉圏域の設定

８ 他の計画との関係 ９ その他

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項

１ 老人福祉圏域 ２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介

護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定

４ 老人福祉圏域を単位とする広域的調整

５ 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 ２ 介護給付等対象サービスの充実・強化 ３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備

４ 日常生活を支援する体制の整備 ５ 高齢者の住まいの安定的な確保

第９期 介護保険事業（支援）計画 基本指針の構成

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策

４ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

５ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項

６ 認知症施策の推進

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居

定員総数

８ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項

９ 市町村独自事業に関する事項

10 災害に対する備えの検討

11 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進

（五）高齢者の居住安定に係る施策との連携

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項

２ 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

３ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

５ 認知症施策の推進

６ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居

定員総数

７ 介護サービス情報の公表に関する事項

８ 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

９ 災害に対する備えの検討

10 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進
（五）介護予防の推進 （六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

第四 指針の見直し

別表

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
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６．保険者機能強化
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令和６年度当初予算 （一般財源） 100億円（150億円）
（消費税財源）200億円（200億円）

○ 各市町村が行う自立支援・重度化防止の取組及び都道府県が行う市町村支援の取組に対し、評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応
じて、交付金を交付する。
※ 介護保険保険者努力支援交付金（消費税財源）は、上記の取組の中でも介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業（包括的・継

続的ケアマネジメント支援事業、在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業）に使途範囲を限定。

【実施主体】
都道府県、市町村

【交付金の配分に係る主な評価指標】
①PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化 ④介護予防の推進
②ケアマネジメントの質の向上 ⑤介護給付適正化事業の推進
③多職種連携による地域ケア会議の活性化 ⑥要介護状態の維持・改善の度合い

【交付金の活用方法】
＜都道府県分＞

高齢者の自立支援・重度化防止等に向けて市町村を支援する各種事業（市町村に対する研修事業、リハビリ専門職等の派遣事業等）の事
業費に充当。

＜市町村分＞
国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合に加えて、介護保険特別会計に充当し、地域支援事業、市町村特別給付、保健福

祉事業など、高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な事業を充実。

【補助率・単価】
定額（国が定める評価指標の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、交付金を配分）

【負担割合】
国10/10

２ 事業スキーム・実施主体等

○ 平成29年の地域包括ケア強化法の成立を踏まえ、客観的な指標による評価結果に基づく財政的インセンティブとして、平成30年度
より、保険者機能強化推進交付金を創設し、保険者（市町村）による高齢者の自立支援、重度化防止の取組や、都道府県による保険者
支援の取組を推進。令和２年度からは、介護保険保険者努力支援交付金（社会保障の充実分）を創設し、介護予防・健康づくり等に資
する取組を重点的に評価することにより、これらの取組を強化。

○ 令和５年度においては、秋の行政事業レビューや予算執行調査などの結果を踏まえ、アウトカムに関連するアウトプット・中間アウ
トカム指標の充実や、評価指標の縮減など、制度の効率化・重点化を図るための見直しを行ったところであり、令和６年度においても
これらを踏まえつつ、引き続き保険者機能強化の推進を図る。

〈交付金を活用した保険者機能の強化のイメージ〉

【事業実績】
交付先47都道府県及び1 ,571保険者（令和４年度）

１ 事業の目的

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金
老健局介護保険計画課（内線2161）
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令和６年度における保険者機能強化推進交付金等に係る予算について

○ 令和６年度における保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る予算案については、介護
職員の処遇改善や、現下の物価高騰への対応など、介護報酬を必要な水準に引き上げつつ、その他介護保険制度関
連予算の調整を行った結果、保険者機能強化推進交付金について対前年度▲50億円となる。（介護保険保険者努力
支援交付金については、介護予防・健康づくりの取組の重要性に鑑み、対前年度同額を確保。）

（参考）令和６年度予算案

・保険者機能強化推進交付金：100億円（150億円）
・介護保険保険者努力支援交付金：200億円（200億円） ※（）内は前年度当初予算額

○ これに伴い、令和６年度における都道府県・市町村への配分額については、各交付金の５％相当額（17.5億円）
を都道府県分、残り（332.5億円）を市町村分とする従来の考え方を踏まえ、次のとおりとする。

令和６年度分 令和５年度分

都道府県分

保険者機能強化推進交付金 ５億円 ７．５億円

介護保険保険者努力支援交付金 １０億円 １０億円

市町村分

保険者機能強化推進交付金 ９５億円 １４２．５億円

介護保険保険者努力支援交付金 １９０億円 １９０億円

合計 ３００億円 ３５０億円
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令和６年度における保険者機能強化推進交付金等の配分について

○ 令和６年度における保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の配分については、保険者機能
強化推進交付金を50億円縮減することに伴い、自治体における取組に大きな支障が生じることのないよう、激変緩
和の観点から、予算案のうち、次の①及び②にその90％を充てることとし、残りの10％については、令和5年度交
付額から、評価得点の影響により減額幅が著しく大きい自治体に対し、一定額を補填する。
① 基本配分枠・・・従来どおり令和６年度評価指標に基づく得点結果に応じて配分
② 追加配分枠・・・成果を出している自治体に対する交付額のメリハリ付けを強化する観点から、「アウトカム
指標配分枠」及び「保険者機能強化推進枠」を創設
③ 激変緩和措置・・・令和５年度交付額からの減少率が推進▲38％、支援▲15％を上回る場合は、当該割合ま
での減少額を補填。

令和６年度
予算案

予算案の90％ 予算案の10％

基本配分枠
（95％）

追加配分枠
（5％）

激変緩和措置

都道府県
分

保険者機能強化
推進交付金

500,000千円 427,500千円 22,500千円 50,000千円

介護保険保険者
努力支援交付金

1,000,000千円 855,000千円 45,000千円 100,000千円

市町村分

保険者機能強化
推進交付金

9,500,000千円 8,122,500千円 427,500千円 950,000千円

介護保険保険者
努力支援交付金

19,000,000千円 16,245,000千円 855,000千円 1,900,000千円

合計 300億円 256.5億円 13.5億円 30.0億円
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